
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここからが質問・解答欄です 

問 1．あなた（回答者）ご自身のことについてお答えください。（あてはまるもの全てに○） 

① あなたのお住まい 

又は権利をお持ちの町丁目 

１．北山町１丁目        ２．北山町２丁目 

３．北山町３丁目        ４．北山町４丁目 

５．西原町1丁目        6．西原町２丁目 

７．西原町３丁目        ８．西原町４丁目 

９．西府町４丁目        10．西府町５丁目 

② 居住等の状況 

１．地区内に居住している 

２．地区内に土地や建物を所有している 

３．地区内で営業・操業している 

４．その他（                    ） 

まちづくり誘導計画（たたき台）に関するアンケート調査票 
～ 返信用封筒に入れて投函してください ～ 

「北山町・西原町地区まちづくりニュース 第６号」（令和２年１月発行）に掲載した「まちづくり

誘導計画（たたき台）」について、地区の皆さんのご意見を広くお伺いするため、このたびアンケート

調査を実施することにいたしました。 

お忙しいところ恐縮ですが、調査の趣旨をご理解いただき、是非ともご協力ください。 

集計結果については、次回の「北山町・西原町地区まちづくりニュース」で報告する予定です。 

 

◆調査対象：北山町・西原町地区（西府町４丁目・５丁目の一部も含みます。）にお住まいの方や 

土地・建物に権利を有する方 

※西府町５丁目につきましては、まちづくり誘導

計画の対象地区となっていませんが、都市計画

道路沿道に当たるため、調査対象に含まれてい

ます。 

 

返信用封筒に入れて投函して

ください。 

※切手は不要です。 

令和２年１月２４日（金） 

【締 切】 

【返送方法】 

【この調査に関するお問い合わせ先】 

＜実施主体＞ 

北山町・西原町地区まちづくり協議会事務局 

（府中市都市整備部計画課内 担当：浅見、吉田） 

〒１８３－８７０３ 東京都府中市宮西町２－２４ 

電 話：０４２－３３５－４３３５（直通） 

ＦＡＸ：０４２－３３５－０４９９ 

＜調査機関＞ 

株式会社 首都圏総合計画研究所（北島、肥田、細野） 

〒１０２－００７４  東京都千代田区九段南４－２－１１ 

電 話：０３－６２６１－４２３０ 

ＦＡＸ：０３－６２６１－４２３１ 



 

 

問２．まちづくり誘導計画（たたき台）について、どのように感じますか。 

※同封の「北山町・西原町地区まちづくりニュース 第６号」の２～３ページをご覧ください。 

１．おおむねこのままでよい 

２．追加・修正すべき箇所がある 

 

 

 

３．その他 

 

 

問３．お住まいや権利をお持ちの地区で、どのルールが重要と感じますか。（あてはまるもの

全てに○）※同封の「北山町・西原町地区まちづくりニュース 第６号」の３ページをご覧ください。 

１．建築物等の用途の制限 

２．壁面の位置等の制限 

３．垣または柵の構造の制限 

４．建築物の高さの最高限度 

５．建築物等の形態または色彩などの制限 

６．建築物の敷地面積の最低限度 

７．燃えにくい建物への建替え促進 

８．商工振興地区における工場及び店舗の立地の維持・誘導 

９．必要ない 

問４．その他、まちづくりについて、ご意見がありましたらご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートにご協力、ありがとうございました。 

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

追加・修正した方がよいと思う部分を示し、理由や内容をお書きください。 

 


